
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大きく変わる育児休業制度 

来年４月１日から改正育児介護休業法が施行され、

「パパ育休」が新設されるほか、労働者に対する会社

の育児休業制度に関する情報提供、育児休業を取得す

るか否かの意向確認が必要になったり、育児休業の分

割取得ができるようになったりします。 

当然、育児介護休業規程の見直しや制度利用に関する

社内書式の整備が必要となりますが、それだけではあ

りません。 

◆労使協定の締結も必要 

現在は雇用期間によっては育児休業が取得対象外と

なっているパートタイマー等について、改正により取

得要件が緩和されます。そのため、引き続き雇用され

た期間が１年未満の人を取得対象とするか否か、労使

協定を締結して決定する必要があります。 

◆会社の制度を周知する資料の作成等も必要 

 上記のとおり、改正法施行後は、労働者本人または

その配偶者から妊娠・出産等の申出があった場合、制

度に関する情報提供や育児休業取得に関する意向確

認が事業主の義務とされます。情報提供は、規程を渡

すだけでは不十分で、育児休業の申出先や育児休業給

付、休業期間中の社会保険料の取扱いに関する情報の

提供も必要です。 

 資料が既に用意されている場合は、所定の要件を満

たしているかをチェックすれば済みますが、新たに作

成する場合は、会社がどのような制度を設けているの

か、明文化されていないものの見落としはないかなど、

確認して作成する必要もあります。 

◆厚生労働省が規定例等を公開 

 11月５日、厚生労働省より今回の改正に対応した規

定例や書式例が示されました。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0

000130583.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆副業等を認める方向にはあるようですが… 

アデコ株式会社が実施した「副業・複業に関するア

ンケート調査」によると、 

・「副業・複業」を認める企業は約４割以上（2018年

より 15ポイントアップ）。一方、半数以上はいまだ

に「副業・複業」を認めず。 

・現在、「副業・複業」禁止の企業で、将来的に認め

ることを検討しているのは２割以下。 

・副業・複業を行っている人の雇用について「受け入

れている」企業は３割以下、「受け入れる予定がな

い」は半数以上。  

という結果が出たそうです。 

副業等に関しては、労働時間の把握、割増賃金支払

い義務、健康管理など、気を付けなればならない点

が多くあります。また、自社の社員が副業先で休業

が必要な労災となってしまった場合、当然ながら自

社の業務にも影響が出ます。 

副業等にまつわる課題を理解してなお、許可を検討

する場合には、本業たる自社の業務に専念する義務

があること、労働時間の報告義務なども含めて社員

と誓約書を交わすこと、関連する就業規則などを整

備することは必須でしょう。 

 

ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合

わせください。 
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業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

改正育児介護休業法の施行に向けて、 

          準備を始めましょう 

副業を認めますか？ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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